
  

各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第1節  医療保険制度の動向
1  医療保険制度の最近の動き

(1)  医療保険の改正

医療保険制度については,48年の改正により大幅な給付改善が図られるとともに,保険財政の健全化のため
の諸施策が講じられたところである。しかし,その後の我が国における社会経済情勢の変動は誠に著しい
ものがあり,医療保険においても財政状況が再び悪化の様相を呈する等その影響を看過することができな
くなってきた。

このような事情を考慮し,経済情勢の変動等に応じて手直しを行う必要がある事項を中心に最小限のスラ
イド的措置を講ずるべく,51年2月16日に「健康保険法等の一部を改正する法律案」が第77回国会に提出
された。

同改正法案は,5月18日衆議院において一部負担に関する改正規定の削除等一部修正のうえ可決され,5月21
日参議院本会議において可決,成立の運びとなり,6月5日法律第62号として公布された。

今回行われた健康保険法等の主な改正内容は,次のとおりである。

ア  健康保険法に関する事項

(ア)  現金給付の改善

a 本人分べん費(標準報酬月額の半月分)の最低保障額及び配偶者分べん費の額を現行6万円から10万
円に引き上げること。 

b 本人埋葬料(標準報酬月額相当額)の最低保障額及び家族埋葬料の額を現行3万円から5万円に引き
上げること。
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(イ)  標準報酬の改定

標準報酬の上限を現行20万円から32万円に,下限を現行2万円から3万円に改定すること。

(ウ)  任意継続被保険者制度の拡充

a 任意継続被保険者制度に加入できる期間を現行1年から2年に延長すること。

b 任意継続被保険者の標準報酬をその者の保険者の管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均額又
はその者の従前の標準報酬月額のいずれか低い額とすること。 

c 任意継続被保険者制度を健康保険綜合においても実施すること。

d 任意継続被保険者となることの申出期限を現行10日以内から20日以内に延長すること。

イ  船員保険法に関する事項

(ア)  現金給付の改善

健康保険法の改正に準じた給付改善を行うこと。

(イ)  標準報酬の改定

標準報酬の上限を現行20万円から34万円に,下限を現行2万4,000円から3万6,000円に改定すること。

(ウ)  任意継続被保険者制度の導入

健康保険の任意継続被保険者制度に準じた制度を導入すること。

ウ その他

(ア) 各種共済組合についても,健康保険法の改正に準じた給付改善を行うこと。

(イ) 社会保険診療報酬支払基金について,業務の範囲を改めるとともに,審査委員会の委員の定数に
関し所要の改正を行うこと。

(ウ) 国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の定数に関し所要の改正を行うこと。

この改正法は,51年7月1日から(ただし,船員保険法の標準報酬に係る改正については同年8月1日から,社会
保険診療報酬支払基金法及び国民健康保険法の改正については公布の日から)施行された。
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また,48年改正によって新設された高額療養費支給制度についても,制度発足後の経済諸指標等の変動にか
んがみ,自己負担限度額を現行3万円から3万9,000円に改定することとし,51年8月1日より施行した。更に,
政府管掌健康保険の保険料率については,保険料率調整規定によって,51年10月より1,000分の76から1,000
分の78に引き上げられた。 

(2)  保険医療費の動き

医療費は,被保険者の要素を除くと,受診率,1件当たり日数及び1日当たり診療費の3要素に分解することが
できる。これを政府管掌健康保険の被保険者,被扶養者及び国民健康保険の被保険者(以下,本項では,それ
ぞれ「本人」,「家族」及び「国保」と略称する。)についてみると次のとおりである。 

ア  受診率

1人当たり受診件数(ここで「件数」というのは,医療機関での受診回数といった常識的意味ではなく,同一
医療機関において同一月内に1回以上診受の事実があれば1件と算定したものである。)について近年にお
ける推移をみると,政府管掌健康保険について,46年度に46年7月の保険医総辞退の影響等により若干の減
少がみられるほかは,第1-3-1図のように漸増傾向を示している。

第1-3-1図 1人当たり受診件数

イ  受診日数

1件当たりの受診日数は,第1-3-2図に示すとおり,漸減傾向にある。前年度と比較すると,49年度において
は,本人は2.4%,家族は0.9%,50年度においては,本人は2.2%,家族は2.1%それぞれ減少した。

第1-3-2図 1件当たり受診日数
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ウ  1日当たり診療費

1日当たり診療費は,第1-3-3図に示すとおり上昇が著しい。対前年度上昇率をみると,49年度では,本人
31.3%,家族40.1%,国保37.1%であり,50年度では,本人17.3%,家族19.6%,国保19.5%である。

第1-3-3図 1日当たり診療費
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2  診療報酬問題

(1)  診療報酬

医療保険制度における診療報酬は,厚生大臣が中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)に諮問
の上決定し,具体的には「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(厚生省告示,以下
「点数表」という。)に定められ,これに従い算定される。点数表には,一般医科の保険医療機関が選択する
甲点数表,乙点数表,歯科の保険医療機関の歯科点数表及び保険薬局の調剤報酬算定表の4表が定められて
いる。各点数表には,医療行為ごとに点数で評価された数百の項目があり,これに1点単価(現行10円)を乗
じて診療報酬を算定する仕組み(ただし,調剤報酬算定表は金額表示)となっている。

診療報酬は,40年以降51年4月改正まで9回にわたって改定されたが,51年4月の改正は,49年10月の改正後
約1年半を経過したことにかんがみ,この間の国民の経済力を勘案しつつ,物価,人件費の変動に対応させる
とともに,医療技術の進歩に診療報酬を即応させる必要から,3月17日中医協に対し諮問(医科医療費の9.0%
増,歯科医療費の9.6%増及び調剤医療費の4.9%増)を行い,3月23日歯科診療報酬を除く答申を得て4月1日
から改正を行った。この改正に当たっては,医師等の技術料の適正な評価を図るという従来からの基本方
針に沿って,一率的点数引上げを極力避け,医療実態,技術及び診療の難易度に対応した引上げを行うととも
に,診療行為間,診療科間のアンバランスの是正を図ることとした。医科における主な改正項目は,初診料,
時間外加算等,レントゲン診断,注射,処置,理学療法,精神病特殊療法,入院時医学管理料,室料及び給食料であ
るが,このほか,乳幼児加算の新設又は引上げによる小児診療の改善,救急医療体制に対応した時間外加算等
の大幅引上げ並びに顕微鏡下手術,冷凍凝固法の導入等を図ったところであり,調剤薬局については,内服薬
計量混合加算の新設,調剤基本料及び内服薬調剤料等の引上げを図った。

また,歯科診療報酬については,51年7月28日,日本歯科医師会推せん委員が復帰して再開された中医協にお
いて諮問事項の一部修正を含む諮問どおりの答申を得て8月1日から改正したが,今回の改正においてば,歯
科診療独自の技術料である歯牙疾患の処置料,吸入鎮静法,多数歯欠損における有床義歯及びリベース等の
是正を図るとともに,乳幼児又は心身障害者の加算及び診療手当の改正及び鋳造歯冠修復における全部鋳
造冠加算の新設等を図り,あわせて甲点数表と同一取扱い項目については甲点数表と同様の取扱いとし
た。 

(2)  薬価基準

投薬,注射等に使用する薬剤の価格については,厚生大臣が定める「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」によ
ることとされており,薬価基準価格は,薬価調査に基づく90%バルクライン価格(当該医薬品について全体
の90%の量を医療機関が購入し得る価格)をもって定められている。
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最近の薬価基準は,49年4月を対象とした薬価調査の結果に基づき50年1月に全面改正が行われた(薬剤費
に対して1.6%の引下げ)が,その後同年4月から51年9月までの間に医薬品再評価,医薬品の新規収載及び第
9改正日本薬局方の制定等に伴い11回の一部改正が行われ,51年9月1日現在の薬価基準収載品目数は経過
措置品目を除いて,7,221品目(内用薬3,781品目,注射薬2,392品目,外用薬857品目,歯科用薬剤191品目)と
なっている。なお,51年2月10日の中医協において,現行の薬価基準に収載されている医薬品のうち統一限
定品目については,次回の薬価基準全面改正から銘柄別収載方式を採り,かねてから問題とされていた薬価
基準価格と市場価格とのかい離の是正,医薬品流通市場の適正化,薬剤の多用化傾向の是正等を図ることと
なった。 

(3)  中医協の審議

49年12月以降厚生省関係審議会から診療担当者側委員が一斉辞退したため,中医協もその機能を停止して
いたが,関係委員の復帰に伴い50年9月9日中医協が再開された。しかし,支払者側委員と診療担当者側委員
との意見の対立から再度審議が中断したが,関係者の努力により51年2月10日中医協が再開された。この
総会において厚生大臣は,懸案となっている医療経済実態調査及び薬価調査を同年5月に実施することにつ
いての協力要請及び了承を求め各側委員の賛同を得るとともに,「前回の診療報酬の改正から既に1年有余
を経過し,中医協再開の目途のたたないまま51年予算編成期を迎えたため,9.1%の診療報酬の改定を予算案
に盛り込むことの止むなきに至った。診療報酬の改正は,国民医療を確保するという観点から早急に3月1
日から改正したい。(要旨)」と表明した。同日の全員懇談会から診療報酬改正に関する審議が開始された
が,各側委員の意見が一致せず3月1日の改正に間に合う答申は得られなかった。

3月15日の審議においては,歯科差額問題に関する意見の対立から日本歯科医師会推せん委員2名の退席が
あったが,審議を行うための定数に達していたので審議を継続した。同月17日厚生大臣は診療報酬改正に
関する諮問を行い,これを受けた中医協は同月23日歯科診療報酬を除く診療報酬の改正を4月1日から実施
するものとして了承する旨の答申を行った。

答申の保留された歯科診療報酬の改正については,7月28日の日本歯科医師会推せん委員の復帰により再
開された中医協において,先の諮問事項の一部修正を含む改正案の審議が行われ,同日,中医協は歯科診療報
酬の改正を8月1日から実施するものとして了承する旨の答申を行った。 

(4)  歯科差額問題

通常必要とする歯科治療は,保険診療で受けられることになっているが,14金を超える金合金,白金加金及び
陶材を用いたり,特殊な補綴等を希望する場合は,保険とは別の費用を必要とするいわゆる差額徴収治療が
認められてきた。この差額徴収治療については,一部に取扱いの適正を欠く事例が見受けられたので,49年
3月差額治療の範囲,要件等について都道府県知事に通知し,また,49年10月9日中医協に対し「保険診療に
おける歯科領域の差額問題に関し」諮問を行った。この諮問を受けた中医協は,同年11月歯科部会を設け,
この問題を審議することとなった。しかし,その審議は,委員の辞任届の提出により一時中断し,ようやく51
年2月10日中医協が再開された。その後,2月25日には歯科差額問題についての「日医側の意見」が日本医
師会推せん委員から提出され,3月11日には歯科部会長から歯科部会の審議経過について中間報告を行い,
この問題は診療報酬改正の審議と関連して,全員懇談会において審議された。この審議においては,特に,42
年中医協の建議と現行行政の取扱いの異なっていることが論議となった。そして3月15日の全員懇談会に
おいて,日本歯科医師会推せん委員2名は歯科差額問題に対する日本歯科医師会の見解を表明するとともに
審議に協力できないとし退席し,以降7月28日までの間の総会及び全員懇談会には欠席した。しかし,中医
協は,前述のとおり審議を継続し,同月23日次のとおり答申を行った。

『昭和49年10月9日厚生省発保第81号をもって諮問のあった保険診療における歯科領域の差額問題に関
し,次のとおり答申する。

1. 歯科の差額徴収は,歯科材料費のみに限ること。

2. このため,従前の差額徴収に関する局長,課長通達は廃止し,新たな取扱いを通達すること。
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3. 昭和42年11月17日以降の高度の技術を伴う新開発技術点数等の設定は,3か月を目途として措置するこ
と。』

この答申の趣旨を実施するため関係者と折衝を重ね,6月29日,従来の歯科差額徴収に関する通知を7月31日
限りすべて廃止することを通知し,その後,7月27日には,歯科領域における差額徴収は答申の趣旨を基本方
針とするものであること,中医協の答申のうち,使用した歯科材料費の差額徴収の実施は,所要の諸条件の整
備を待つ必要があり,それまでの間は当面の措置として,まず,従来の差額徴収に関する通知を廃止したもの
である旨この廃止の趣旨について通知し,更に同月29日廃止に伴う経過措置等について通知した,これによ
り本年8月1日から歯科の差額徴収治療は廃止された。なお,前述の「所要の諸条件の整備」について,7月
28日の中医協において引き続き審議を行うこととなった。一方,歯科保険診療における苦情の相談につい
ては,従来どおり都道府県保険課,国民健康保険課,社会保険事務所,健康保険組合,市町村等各保険者におけ
る苦情相談窓口で行っているが,他方,日本歯科医師会においても7月24日保険給付外診療の料金の自粛措
置等を決め,会員の指導に当たっている。 

(5)  診症報酬請求事務の簡素化

医療機関及び薬局の診療報酬請求事務については,従来から社会保険医療と公費負担医療が組合せで行わ
れた場合の簡素化が望まれていたが,51年8月2日及び7日付官報をもって「療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令」等を公布するとともに,同月7日にその施行について通知し,51年10月
診療分から新様式による請求が実施されることになり,社会保険及び公費負担医療制度の診療報酬請求事
務の簡素化が図られた。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
1  医療保険制度の概要

我が国では,すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険の体制が36年4月より実現し
ている。

医療保険制度を大きく分けると,被用者保険(被保険者は被用者自身であるが,この被用者に扶養される者も
保険の対象である)と,一般地域住民を対象とする地域保険とになる。その詳細は,第1-3-1表に示すとおり
であり,また,それぞれの制度の対象者数は, 第1-3-2表にみるとおりである。

第1-3-1表 医療保険制度の仕組み

第1-3-2表 各種医療保険制度適用人員一覧表
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第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
2  国民健康保険

国民健康保険は,各種被用者保険の適用を受けていない一般国民を被保険者とし,市町村営を原則とする医
療保険制度である。

(1)  保険者及び被保険者

51年3月末現在の保険者,被保険者及び被保険者の属する世帯の数は第1-3-3表のとおりである。

第1-3-3表 国民健康保険の保険者数,被保険者数及び世帯数

国民健康保険の保険者は原則として市町村であるが,同種の事業又は業務の従事者を単位とする国民健康
保険組合の設立が認められている。50年度においては,保険者数は前年度に比して,市町村で1保険者減少
し,国民健康保険組合については同数である。

被保険者数については都市部は増加し,農村部は減少しており,全体としては,やや減少という傾向にある。
これに対して世帯数は前年度に引き続き増加しており,核家族化の影響がみられる。

また,被保険者の年齢構成は第1-3-4図のとおりであるが,70歳以上の被保険者の占める割合が他の医療保
険に比べ,2倍以上もあり,国民健康保険の特徴の1つとなっている。

第1-3-4図 年齢3階級別人員構成
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次に,被保険者の属する世帯の所得階級別の分布状況をみたのが第1-3-4表である。

第1-3-4表 国民健康保険の所得階級別世帯数分布

(2)  保険給付

国民健康保険における保険給付には,全保険者が実施すべきものとされている療養の給付,療養費の支給,高
額療養費の支給のほか,原則として保険者が実施するものとされている助産費の支給及び葬祭費の支給が
あり,更に保険者が財政状況等を勘案して任意に実施できる育児手当金等がある。

療養の給付における法定の給付割合は,世帯主,世帯員ともに7割となっているが,保険者によっては,法定の
7割を超える給付を行っているところもある。

診療費の状況は第1-3-5表のとおりであるが,給付改善,医学医術の進歩等を反映して,被保険者1,000人当た
り診療件数,診療1日当たり費用額,被保険者1人当たり診療費とも年々増加している。

第1-3-5表 国民健康保険診療費の状況
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療養の給付以外の給付については,50年4月1日現在助産費の支給はすべての保険者が,葬祭費については3
市町村を除いてすべての保険者が実施している。任意給付である育児手当金は50年4月1日現在1,690保険
者が実施しており,傷病手当金は121の国民健康保険組合が支給している。

また,高額療養費支給制度については,50年10月1日より従来任意給付として行われていたものが法定給付
化され,すべての保険者にその実施が義務づけられることになった。

なお,被保険者の自己負担の限度額は従来3万円とされていたが,51年8月1日より3万9,000円と改められ
た。

(3)  保健施設

国民健康保険の保険者は,保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な施設として保健施設を
設置しているが,その中で広く行われているものは,診療施設の設置運営と保健婦による保健サービスの提
供である。診療施設は主に無医地区又は医療施設の不足しているへき地等の地域に置かれており,地域住
民の衛生,医療,健康の向上のため重要な役割を果たしている。医療の過疎地域にある直営診療施設の運営
赤字については,従来から調整交付金により保険者に対する助成措置を講じてきたが,50年度は更にその措
置をきめ細かくして助成措置の充実を図ることとなり,その他の助成措置も含め国民健康保険直営診療施
設に対する助成措置は49年度の約10億円から50年度には約17億円へと増額されている。51年4月1日現在
1,520の施設が活動しているが,医師の確保が困難である一方,道路交通網の発達,民間医療機関の進出等も
あって,その数は減少している。

国民健康保険の保健婦は50年4月1日現在5,747人となっているが,特に,医療施設の乏しい地域において地
域住民の保健衛生の担い手として重要な役割を果たしている。なお,国民健康保険の保健婦の活動の本拠
地として48年度より保健婦ステーションが各地に設置されることになり,48年度において2か所,49年度に
おいて4か所,50年度において1か所が設置された。 

(4)  保険財政

49年度における保険財政決算状況は第1-3-6表のとおりである。収入面においては,保険料(税)と国庫支出
金が90%を占め,支出面においては療養諸費が89%を占めている。

第1-3-6表 国民健康保険決算状況
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ア  概況

国民健康保険の収支状況の特徴は第1-3-7表のとおりである。49年度の国民健康保険財政は,48年度と比
べて,赤字保険者数は,245から195に減少したが,赤字額は86億円から136億円に増加しており,老人医療費
支給制度の影響,高額療養費支給制度の実施等によりその前途は相変わらず厳しいものが予想される。

第1-3-7表 国民健康保険収支状況の推移
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イ  保険料(税)

保険料(税)は,医療費が増加しているため毎年引き上げられているが,49年度における全国平均の額は被保
険者1人当たり1万1,045円(対前年度比35.1%増),1世帯当たり3万4,557円(同33.6%増)となっている。な
お,従来から市町村の低所得世帯に対しては保険料(税)の軽減措置が行われているが,51年度においては,前
年所得が19万円以下の世帯又は19万円に被保険者(世帯主を除く)1人につき14万円を加算した額以下の世
帯を対象として,それぞれ応益割の6割又は4割を減額することとしている。50年度の対象世帯は約312万
世帯(全世帯の22.2%)であるが,この措置による保険料(税)の減収分として,国が市町村に補てんした額は,
約121億円である。 

ウ  国庫負担金及び補助金

国民健康保険においては,被用者保険と異なり事業主負担がないこと,被保険者に低所得者が多く保険料
(税)負担能力が乏しいことなどの事情を考慮するとともに,医療保障に対する国の責任を明らかにするた
めに,従来から大幅な国庫負担,補助が行われている。

現在,国は,市町村に対して被保険者の医療費の40%を定率で負担するほか,5%相当額を調整交付金として
交付しており(国民健康保険組合に対しては,定率25%),他の国民健康保険関係の補助金と合わせ,50年度の
国庫負担,補助の総額は1兆756億円という巨額に達している。この額は49年度の8,744億円に対し,23.0%
の大幅な伸びとなっている。なお,51年度においても,前年度に引き続き市町村に対しては,臨時財政調整交
付金683億円,国保組合臨時財政調整交付金132億円が計上されたほか,特別療養給付費補助金128億円が計
上される等,国の助成措置は更に拡充強化されている。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
3  健康保険

健康保険は,政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の2本立てで運営されている。政府管掌健康保険は,政
府が保険者となって運営するものであり,健康保険の被保険者となっている者のうち健康保険組合の組合
員でない者を一括してその被保険者としている。また,組合管掌健康保険は,厚生大臣の認可を受けて職域
単位に設立された各健康保険組合が保険者となって運営するものであり,それぞれの事業所の従業員をそ
の被保険者としている。 

(1)  政府管掌健康保険

ア  適用状況

近年における政府管掌健康保険の適用事業所の推移は,第1-3-5図に示すような増加傾向にあり,50年度末
の事業所数は約76万となっている。

第1-3-5図 政府管掌健康保険適用事業所数
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被保険者数の動きは,第1-3-6図に示すとおりで,48年度まで増加の傾向にあったが,不況等の反映もあり,50
年度末には1,329万人と前年度に比較し,2万人の減少をみた。また,1事業所当たりの被保険者数も49年度
末には17.9人であったものが5人未満適用事業所等が逐年増加していること等に伴い50年度末には17.5人
となっている。

第1-3-6図 政府管掌健康保険の被保険者数と被扶養者数

被扶養者数は,46年度末より15%増加し,50年度末で1,484万人とその増加が著しい。被保険者1人当たりの
被扶養者数をみても,46年度末で0.99人であったものが,50年度末には1.12人と増加している。 

イ  標準報酬

健康保険では,保険料の額及び傷病手当金等の現金給付の額は,被保険者の標準報酬を基礎として算定され
る。この標準報酬とは,保険料の徴収及び現金給付に関する事務上の便宜を図るため,被保険者の受ける報
酬について段階を設け,各被保険者の受ける報酬をそれぞれの定額に標準化したものである。

平均標準報酬月額は,労働者の平均賃金の動きを反映するが,近年における動きは第1-3-7図に示すとおり
毎年度伸びており,50年度は46年度に対して約2.0倍となっている。

第1-3-7図 政府管掌健康保険の平均標準報酬月額の推移
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ウ  保険給付

保険給付には,被保険者本人に対するものとして療養の給付,療養費,傷病手当金,出産手当金,分べん費,育児
手当金及び埋葬料(費)の支給があり,被扶養者に対するものとしては,家族療養費,高額療養費,配偶春分べん
費,配偶者育児手当金及び家族埋葬料の支給がある。

保険給付費の動向をみると,46年度は6,194億円であったが,50年度においては,1兆5,023億円となり,46年
度の2.4倍となっている。また,被保険者1人当たりでは,46年度4万6,851円であったものが,50年度には,11
万2,206円となり46年度の2.4倍となっている。 

(ア)  療養の給付及び家族療養費

療養の給付は,被保険者に対して,病院,診療所において診察,手術,薬剤の支給,入院,看護等を行うものであ
り,家族療養費は,被扶養者に対して被保険者と同様の給付について,その7割を支給するものである。

療養の給付費は,46年度の4,484億円が,50年度には9,064億円とほぼ2.0倍になっており,家族療養費につい
ても,46年度1,020億円が,50年度には4,609億円とほぼ4.5倍の増加を示している。この間被保険者数は
1.5%,被扶養者数は15%増加しているが,家族療養費の増加はこれを大きく上回っている。この内容をみて
みると第1-3-8表のとおりであり,療養の給付費の増加は,1日当たり金額の大幅な増加が大きな原因となっ
ている。この他家族療養費については,48年10月から給付率が5割から7割に引き上げられたことも大きな
原因となっている。

第1-3-8表 政府管掌健康保険の医療給付の状況
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(イ)  高額療養費

高額療養費制度は,48年10月から始められた制度で,家族の保険診療が著しく高額(自己負担額が1人月3万
9,000円を超えた場合)となったとき,3万9,000円を超えた額が高額療養費として償還されるものであるが,
その給付費は50年度222億円であり前年度に比べて80%増加している。 

(ウ)  傷病手当金

傷病手当金は,被保険者が療養のため働けない場合で賃金をもらえないときに,4日目から労務不能の期間
中6か月(結核性疾患の場合は1年6か月)を限度として,1日につき標準報酬日額の6割を支給し,その間の生
活の安定に資することを目的とするものである。

傷病手当金の支給総額は,46年度の395億円から50年度には668億円と1.7倍に増加している。
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過去5年間における被保険者1人当たり支給額の増加傾向は,第1-3-9表に示すとおりかなり著しいが,これ
は賃金上昇による平均標準報酬月額の伸びが著しかったことによるものといえよう。

第1-3-9表 政府管掌健康保険傷病手当金給付の状況

エ  保健施設

健康保険では,被保険者及び被扶養者の疾病,負傷の療養又は健康の保持増進を図るため,病院及び診療所の
設置,保養所の設置,疾病予防検査の実施等の事業を行っている。 

オ  保険料

保険料額は,前述の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出され,この保険料額ば事業主と被保険者とが折半
して負担することになっており,政府管掌健康保険の保険料率は,51年10月から1,000分の78となってい
る。保険料の収納状況をみると,収納率は49年度99.0%であったが,50年度は98.8%となり,49年度に比べて
不況の影響等もあり0.2%下がっている。 

カ  保険財政

近年における政府管掌健康保険の収支状況は第1-3-10表に示すとおりである。

第1-3-10表 政府管掌健康保険財政状況
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健康保険財政については48年度において,健康保険法の改正により,国庫補助の定率化や標準報酬の上下限
の改定,保険料率調整規定の導入等の措置が講じられるとともに,48年度までの累積借入金について,いわゆ
る棚上げの措置が講ぜられる等財政の健全化対策が図られた。

しかしながら,その後における経済情勢の変ぼうは極めて著しいものがあり,これに伴って保険料収入の伸
び悩み及び予想を上回る給付の増加等により,49年度は単年度で456億円の収支不足額が,また,50年度も単
年度で312億円の収支不足額が生じ,この結果,49年度以降の累積収支不足額は680億円に達することと
なった。51年度においては,法律改正等により,51年7月から標準報酬の上下限の改定が,8月から高額療養
費の自己負担限度額の改正が行われ,更に10月から保険料率が1,000分の76から1,000分の78に改定された
が,今日なお財政的に極めて憂慮すべき事態に当面している。 

(2)  組合管掌健康保険

ア  健康保険組合数

近年における健康保険組合の設立数は,48年度には50,49年度には42,50年度は30と推移し,50年度末では
1,643組合となっている。1組食当たり平均被保険者数は50年度末において6,685人となっているが,5,000
人未満の組合数が全体の約66%を占めている。 

イ  適用状況

組合を設立している事業所数は第1-3-8図のとおり年々増加し,50年度末で約11万7,000となっている。

第1-3-8図 組合管掌健康保険の事業所数
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被保険者数も第1-3-9図にあるとおり,事業所の増加に伴い毎年伸びている。被扶養者についても,漸増の
傾向にある。

第1-3-9図 組合管掌健康保険の被保険者数と被扶養者数

なお,被保険者1人当たりの被扶養者数は,50年度末において1.38人となっている。

ウ  標準報酬

平均標準報酬月額は,第1-3-10図のとおり,46年度,47年度は対前年度比でそれぞれ10%,11%の上昇率と
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なっているが,48年度は標準報酬月額の上限引上げが行われたため33%と大幅な上昇率を示している。そ
の後,49年度は25%であったが,50年度は景気の後退,安定成長への移行に伴う賃金上昇率の鈍化により9%
の上昇率となっている。

第1-3-10図 組合管掌健康保険の平均標準報酬月額の年次推移

エ  保険給付

組合管掌健康保険では,政府管掌健康保険と全く同様の法定給付を行うほか,これにあわせて,規約に定める
ところにより,附加給付を行うことができることとなっている。

保険給付のうち,療養の給付,家族療養費及び傷病手当金等について最近の状況をみると,次のとおりであ
る。

(ア)  療養の給付及び家族療養費

被保険者の療養の給付費は,45年度の2,250億円が,49年度には4,466億円と4年間に約2倍になっており,家
族療養費についても,同じく889億円から3,505億円と約4倍の増加を示している。この間の被保険者数は
約1.2倍,被扶養者数は約1.3倍に増加しているに過ぎないのに比べ被保険者の療養の給付の増加は顕著で
あり,家族療養費は激増している。

この内容を分析してみると,第1-3-11表に示すとおり,診療1件当たり日数は,被保険者及び被扶養者ともに
漸滅の傾向にあるものの,受診率が被扶養者について増加しつつあるとともに,診療1日当たり金額は著増
(被扶養者にあっては48年の給付率改善の影響が大きいと思われる)しており,医療費の増加の原因が診療1
日当たり金額の伸びとともに被扶養者の受診率にも起因していることがわかる。

第1-3-11表 組合管掌健康保険の医療給付の状況
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(イ)  高額療養費

高額療養費制度は,48年10月1日から始まった制度であり,50年度の給付額は約211億円となっている。

(ウ)  傷病手当金

傷病手当金は,第1-3-12表のとおり,被保険者1,000人当たり件数及び被保険者1人当たり日数は減少してい
るが,被保険者1人当たり金額及び1件当たり金額は増加している。また,支給総額では45年度の171億円か
ら49年度の281億円へと約64%増加している。このように支給総額が大幅に伸びているのは,傷病手当金
の額が報酬に比例しているため,賃金の大幅な上昇に伴って増加したことによるものと考えられる。

第1-3-12表 組合管掌健康保険傷病手当金給付状況
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(エ)  附加給付

組合管掌健康保険の保険給付における特色の一つは,各組合において附加給付が行われる点にある。その
実施状況は 第1-3-13表のとおりであってほとんどの組合がこれを行っている。

第1-3-13表 種類別附加給付実施健康保険組合数

附加給付に要する費用は,.49年度においては総額523億円,被保険者1人当たり4,706円であり,保険給付費に
占める割合は5.6%になっている。48年度に法定給付の改善が行われてから金額,比率とも減少している。

オ 保健施設

組合管掌健康保険の保健施設は,組合の設立母体企業における労働条件等の実情に適応した効果的な事業
を行うことが,大きな特色となっている。
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この保健施設事業においては,近年,傷病の治療から予防への動きが活発となり,各種検診等健康管理が重視
されつつある。

カ  保険料

組合管掌健康保険における保険料率は,標準報酬月額の1,000分の30から1,000分の90の範囲内で各組合ご
とに決定される。

組合管掌健康保険の平均保険料率の推移は第1-3-14表のとおりであり,近年における保険財政の悪化を反
映して年々引上げが行われている。

第1-3-14表 組合管掌健康保険平均保険料率及び負担割合の推移

また,事業主が保険料額の2分の1以上を負担することができ,現実に事業主の負担割合が被保険者のそれを
超えている組合が多く,保険料の負担割合については,49年度末で事業主57.4%,被保険者42.6%となってい
る。

また,保険料率別の組合数をみると,49年度末において1,000分の70の料率をとっている組合が最も多く全
体の26.8%を占め,また,最高料率の1,000分の90に達しているものは約1.8%になっている。ちなみに49年
度末で保険料率1,000分の70以上となっている組合は1,267組合であり,全体の78.4%を占めている。 

キ  保険財政

健康保険組合の財政は,事務費については予算の範囲内で国庫が負担し,保険給付費,保健施設費等について
は保険料で賄う建前になっている。

ただし,一部の財政基盤の弱い組合に対しては,33年度から若干の国庫補助が行われており,50年度で総額5
億円となっている。

組合の財政収支は,第1-3-15表のとおり,全体として健全な歩みを示しているが,石炭産業関係の組合のよう
に財政力の弱い組合もあり,医療給付費の急激な増加等による支出の伸びが収入のそれを上回る傾向がみ
られる。

第1-3-15表 組合管掌健康保険収支状況
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
4  日雇労働者健康保険

(1)  適用状況

日雇労働者健康保険の適用事業所数及び被保険者数(有効被保険者手帳所持者数)の最近5年間における推
移は, 第1-3-11図のとおりである。これによっても朗らかなように46年度以降,適用事業所数,被保険者数
とも漸減傾向にある。

第1-3-11図 日雇労働者健康保険の適用事業所数及び被保険者数
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(2)  保険給付

保険給付には,被保険者に対するものとして,療養の給付,療養費,特別療養費,高額療養費,傷病手当金,出産手
当金,分べん費及び埋葬料(費)の支給があり,被扶養者に対するものとしては,家族療養費,特別療養費,高額
療養費,配偶者分べん費及び家族埋葬料の支給がある。保険給付費の動きを第1-3-16表によってみると,46
年度では322億円であったが,50年度においては574億円と1.8倍となっている。

第1-3-16表 日雇労働者健康保険財政状況

(3)  保健施設

被保険者及び被扶養者の疾病の早期発見,早期治療を目的として,巡回診療車9台が主要都市に配置され,活
動している。

(4)  保険料

日雇労働者健康保険の保険料は,51年4月から賃金日額に応じ第1級(1日につき60円)から第8級(1日につき
660円)に区分されている。なお,賃金日額480円未満の場合は,当分の間20円とされている。

保険料は事業主と被保険者が折半負担(ただし第1級と第2級は異なる。)することとされている。
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また,最近5年間における被保険者の平均賃金日額の推移は第1-3-12図のとおりである。

第1-3-12図 日雇労働者健康保険の平均賃金日額

(5)  保険財政

日雇労働者健康保険の財政は,制度発足当初2か年間は収支の均衡を保つことができたが,その後は収支の
均衡を失っている。

49年12月に法改正が行われたが,その収支はなお均衡せず,50年度においては単年度で141億円の収支不足
を生じ,同年度末では2,507億円の累積収支不足を残すに至っている。なお,最近5年間における収支の状況
は第1-3-16表のとおりである。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
5  船員保険

(1)  適用状況

船員保険の適用状況は,50年度末において被保険者が,24万4,297人,船舶所有者が1万1,720人である。被保
険者数,被扶養者数及び船舶所有者数の近年における推移は、第1-3-13図及び第1-3-14図に示すとおりで
ある。被保険者のうち,約52%が汽船及び機帆船に乗り組む船員であり,48%が漁船船員である。

第1-3-13図 船員保険の被保険者数と被扶養者数

第1-3-14図 船員保険の船舶所有者数
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(2)  標準報酬

船員保険も,健康保険や厚生年金保険と同様,標準報酬制を採用している。50年度末における全被保険者の
平均標準報酬月額は14万4,948円で,これを前年度に比較すると約12%の上昇である(第1-3-15図)。

第1-3-15図 船員保険の平均標準報酬月額の年次推移

(3)  疾病給付

疾病給付費は,第1-3-16図に示すとおり年々増加し,50年度においては,508億4,190万円となっている。
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第1-3-16図 船員保険疾病給付費及び傷病手当金の推移

給付費の増加の大きな要因に医療給付費の増加である。50年度の医療給付費は,362億171万円で,被保険
者1人当たり14万1,744円となり,前年度の11万4,247円に比べ24%の増加となっている。

医療給付費の増加要因は第1-3-17表にみられるように,主として近年における診療1日当たり金額の大幅な
増加によるものである。

第1-3-17表 船員保険の医療給付の状況
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疾病給付のうち医療給付費に次いで多いのは傷病手当金である。50年度における傷病手当金の支給額は
118億4,387万円で疾病給付費の23%を占めており,健康保険等他の医療保険と比較するとかなり大きなも
のとなっている。 

(4)  失業給付

船員保険は総合保険であるため,短期給付として疾病給付のほかに失業給付も行われているが,失業部門の
適用を受けている被保険者は,50年度末において16万3,862人で全被保険者の中で約67%となっている。

被保険者1,000人当たり失業者数は,50年度では37人となっている。また,失業給付費は年々増加し,50年度
は62億2,921万円で,前年度に比して約80%の増加を示している。 

(5)  福祉施設

船員保険においては,各保険給付のほか,被保険者や被扶養者等の福祉を増進するため各種の福祉事業が行
われている。50年度末現在,全国の主要港等に病院3,診療所2,保養所67,海外保養施設1(ラスパルマス),船
員保険総合福祉センター1,休療所8,母子寮1が設けられている。このほか中高年齢者に対する疾病予防検
査等の保健事業,せき髄損傷患者に対する介護料の支給,無線医療センターの運営等が行われている。 
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(6)  保険財政

船員保険特別会計の財政収支は,全体でみる限り,長期給付(年金)の原資に充てるための積立金として一定
の財源を予定しているので,決算上収支不足額を生じることはないが,疾病部門については,42年度以来,収
支の均衡が保たれてきたのであるが,48年10月に行われた給付の改善等により,49年度以来,収支不足をみ
るに至っている。
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各論
第1編  健康の確保と増進
第3章  医療保険
第2節  医療保険の各制度
6  診療報酬審査支払制度

保険者は,保険医療機関又は保険薬局等から療養の給付に関する費用の請求があったときはこれを審査し
た上で支払うものとされているが,保険者に代わり,その委託を受けて審査支払を行っている機関として,社
会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会がある。 

(1)  社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は,保険者が診療担当者に対して支払う診療報酬の迅
速,適正な支払と,診療担当者が保険者に提出する診療報酬請求書の審査を行うことを目的として,23年9月
に設立された公法人である。基金は,社会保険医療に関する診療報酬の審査及び支払のほか社会保障とし
ての医療(生活保護,結核予防等)に関する診療報酬の審査及び支払をもその業務として取り扱うことがで
きるものとされており,これらの業務は,各保険者等から委託を受け,契約を締結して行うこととなってい
る。

近年における基金の取扱業務の状況は,第1-3-18表のとおりである。

第1-3-18表 社会保険診療報酬支払基金業務状況

(2)  国民健康保険団体連合会

ア  概況
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国民健康保険の診療報酬の審査支払は,全国47都道府県ごとに設立されている国民健康保険団体連合会(以
下「連合会」という。)が,保険者から委託を受けて行っている。

連合会に対する診療報酬審査支払の委託状況は第1-3-19表のとおりであり,未委託保険者は年々減少し,51
年7月1日現在5保険者を残すだけとなった。49年度に連合会が行った審査の件数(受付件数)は,2億1,762万
件であり,48年度の2億1,639万件に比べ0.6%の伸びとなっている。

第1-3-19表 国民健康保険診療報酬審査支払委託状況

イ  全国決済

国民健康保険では,被用者保険における社会保険診療報酬支払基金のような全国一本の組織がないため,被
保険者が他県において診療を受けた場合にはその診療を取扱った療養取扱機関が被保険者の属する都道
府県の連合会に対し診療報酬の審査支払の請求を行っていたため,事務処理が煩雑であったこと,生活圏の
拡大等に伴って被保険者が他県で診療を受ける機会も多くなってきていること等の事情にかんがみ,関係
者の間で事務処理の合理化と円滑化について検討されてきた。その結果50年10月請求分に係る診療から
社団法人国民健康保険中央会が間に入って療養取扱機関はすべて自県の連合会に請求するものとされ,各
連合会間の費用の決済を国民健康保険中央会が行うといういわゆる全国決済制度が開始された。現在の
ところ東京都と神奈川県の連合会がこの制度に加わっていないが,これらが加われば国民健康保険の分野
では画期的なこととなり,国民健康保険被保険考証の全国通用制という制度改善への重要な前進になるも
のと考えられる。
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